
避  難  実  施  要  領  
日進市長  

▲月▲日■時■分現在  

屋  内  避  難  

1 都道府県からの避難の指示の内容  

国の対策本部長は、弾道ミサイルの発射が差し迫っているとの警報を発令し、屋内への  

避難措置を行った。 

知事は、別添の避難の指示を行った（避難の指示を添付）。 

2 事態の状況、関係機関の措置  

2-1 事態の状況  

発生時期   △月△日  □：□□ 

発生場所  隣接市町  

実行の主体  弾道ミサイル 

事案の概要と被害状況  

隣接市町に着弾した弾道ミサイルに化学剤が使用されている可

能性が高いことが判明し、日進市内にも拡散することが想定さ

れる。 

今後の予測・影響と措置  

時間に余裕がないため、直ちに屋内への避難を促すとともに、安

全が確認されるまで、屋内にとどまるよう周知する。 

また、専門的知識が必要なため、関係機関との連携が必要。 

気象の状況  天候：晴れ 気温１２℃ 風向北西  風速３m/s 

2-2 避難住民の誘導の概要  

要避難地域  愛知県内全域  

避難先と避難誘導の方針 

屋内避難  

・弾道ミサイル攻撃においては、実際に弾道ミサイルが発射され

たとの警報が発令されたときは、住民は屋内に避難することが基

本である。できるだけ近傍のコンクリート造り等の堅牢な施設や建

築物の地階に避難する。 

避難開始日時  △月△日  □：□□ 

避難完了予定日時   

2-3 関係機関の措置等  

措置の概要  

消防：化学剤対策可能な消防職員を配置し、化学剤の特定及

び住民の救護等を実施  

警察：化学剤対策可能な警官を配置し、市内の警備及び 

住民の避難誘導を行う。 

自衛隊：市内の警備及び住民の避難誘導を行う。 

その他関係機関： 

資料③ 



 

連絡調整先  

尾三消防本部：0561-38-0119 

      （FAX）0561-38-6962 

愛知警察署：0561-39-0110 

     （FAX）0561-39-2900  

県防災安全局防災部防災危機管理課  危機管理・国民保護グループ 

：052-954-6143 

   （FAX）052-954-6911 

陸上自衛隊  第３５普通科連隊（守山駐屯地） 

        ：052-791-2191 

    （FAX）052-791-2191 

隣接市町  

名古屋市防災危機管理局  危機対策室  

：052-972-3522 

（FAX）052-962-4030 

みよし市総務部防災安全課  

        ：0561-32-8046 

（FAX）0561-76-5702 

長久手市くらし文化部安心安全課  

        ：0561-56-0611 

（FAX）0561-63-2100 

東郷町総務部安全安心課  

   ：0561-38-3111 

（FAX）0561-38-0001 

3 事態の特性で留意すべき事項  

化学剤が拡散する可能性が高いことから、迅速に屋内への避難が必要であり、換気扇をとめ

るのをはじめ、窓にテープで目張りするなどの措置を促す。 

避難地域からの避難に際しては、風下を避けて、風向きとなるべく垂直方向への避難を基本

とする。専門的な対応について関係機関との調整が必要である。 

4 住民の行動（基本事項） 

屋内避難の指示を受けた場合の対応  

 屋内にいる場合  

 

 
ドアや窓を全部閉め、換気扇を止める等、外気からできるだけ遮断されるようにする。  

テレビ、ラジオ、SNS 等からの情報収集に努める。 

屋内にいない場合  

 できる限り近隣の堅牢な建物等に避難する。 

5 情報伝達  

避難実施要領の住民への伝達方法  サイレンの吹鳴、メール配信サービス、広報車等  

6 緊急時の連絡先  

日進市  

国民保護対策本部  

電話：0561-73-7111 

FAX：0561-74-0258 


